
次世代育成支援後期行動計画事業実績（H２５年度）
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実績値
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子育て支援課 ファミリーサポートセンター事業 15
会員登録　700人
年間　4,000回活動

援助会員の要請に応えられるよう、協力会員
の増員を図る。

会員登録７００人
年間４３６５回活動

援助会員の要請に応えるため、協力会員の増
員を図った。

子育て支援課 放課後児童健全育成事業 15 1６教室で開催
就労等で保護者が家庭にいない小学校１～３
年生を対象に学童保育を実施。

１６教室で開催
就労等で保護者が家庭にいない小学校１～３
年生を対象に学童保育を実施。

子育て支援課
子育て短期支援事業（ショートステ
イ）

16
保護者が事情により家庭における養育が困難
になった児童の短期間の預かりの実施。

２人（１５泊）
保護者の事情により家庭における養育が困難
になった児童の短期間の預かりの実施した。

子育て支援課
地域子育て支援拠点事業（ひろば・
センター型）

16

延13,500人
旧敷島庁舎跡地に
敷島子育てひろば
を建設

育児不安等への相談、指導、子育てサークル
への支援等地域の子育て家庭に対する育児
支援を行う。
敷島子育てひろばを旧敷島庁舎跡地に建設す
る。

利用者
１４，７９２人

育児不安等への相談、指導、子育てサークル
への支援等地域の子育て家庭に対する育児
支援を実施。

子育て支援課 子育て相談総合窓口のPR 16 子育て相談窓口のＰＲ 子育てガイドブック、広報で周知

子育て支援課 子育て教室開催事業 17
子育て教室10回開
催　　父親対象木
工教室　３回開催

子育て教室の開催回数の増。
父親の子育て参加のきっかけとして、木工教
室を開催。

子育て教室　10回開
催父親対象木工教室

子育て教室（大人92人、小人89人）
木工教室（大人６２人、小人６７人）

子育て支援課
子育て支援コーディネーターの組織
活用事業

17 1回5人
県の子育て支援コーディネーター養成講座受
講の斡旋
子育てコーディネーターの組織化

ファミサポ交流会での協力

子育て支援課 高齢者との集い 18 公立８園
施設へ訪問又は、高齢者に来園していただき
世代間の交流を図ります。

公立８園
施設への訪問のほか、地域の高齢者の方々
に来園していただき交流を図った。

子育て支援課 小学生の放課後対策の充実事業 18 廃止
実施場所、高齢者ボランティア等の確保が難し
いため。

未実施

子育て支援課
おじいちゃん先生、おばあちゃん先
生事業

19 各児童館で実施
伝承遊び、読み聞かせ等を実施し、高齢者と
子どもの交流を図る。

４館で実施
愛育会や各種団体による伝承遊び、読み聞か
せ等を実施し、高齢者と子どもの交流を図っ
た。

生涯学習文化課
公民館子ども体験学習講座・教室
開催

19 各公民館で開催

子どもたちにものつくりの体験を通して、作る楽
しさ、手作りの良さ・難しさ・出来上がった達成
感などを味わえるようなプログラムに取り組
む。

31講座　延べ1,754人
各公民館で開催した子どもふれあい講座等、
子どもや親子を対象とした様々な体験型の講
座を実施。

子育て支援課 児童館事業 20 11館で実施
幼児、児童を対象にした各種教室等、子どもの
健全育成事業を開催。

１１館で実施
（年間173,690人利
用）

幼児、児童を対象にした各種教室等、子どもの
健全育成事業を開催した。

子育て支援課 公立保育所整備事業 20 １か所 敷島保育園の建て替え １か所 竜王東保育園立建替え済

子育て支援課 家庭児童相談室事業 20 2名配置

家庭における児童養育や福祉の向上を図るた
めに家庭児童相談室を設置し、児童の養育に
関する様々な家庭問題・問題行動について家
庭相談員が相談に応じ、指導・助言を行う。

２名設置
養護、保健、障害がい、非行、育成、その他の
相談を2,395件行った。（虐待469件）

学校教育課 放課後・夏休み中等の園庭の開放 21
放課後：原則毎
日、夏休み28日中
21日開放30

放課後、夏休み等に幼稚園の園庭等の施設を
開放し、地域の子育ての一助とした。

放課後：原則毎日、
夏休み28日中21日開
放3名

放課後、夏休み等に幼稚園の園庭等の施設を
開放し、地域の子育ての一助とした。

子育て支援課 家庭訪問事業 21
必要に応じて、関係機関と連携を図りながら、
支援を必要とする家庭の訪問を行う。

関係機関と連携を図りながら、支援を必要とす
る家庭の訪問を行った。

子育て支援課 子育て相談事業 21
児童館や子育てひろばで子育て相談を実施す
る。

569件
児童館11ヶ所、子育てひろば３ヶ所で実施し
た。

子育て支援課 新 子育て情報の提供事業 22 １か所
市の子育てに関する情報を記載したパンフレッ
トの配布。制度の改正に伴い、修正版の作成
を試みる。

市の子育てに関する情報を記載したパンフレッ
トを市役所窓口や児童館等で配布した。

子育て支援課 新
放課後児童健全育成事業における
各教室の大規模化の解消

22 現状維持
児童館、小学校の空き教室を利用して、希望
者の受け入れに配慮し、適正人数の受け入れ
を目指す。

現状維持
児童館、小学校の空き教室を利用して、適正
人数の受け入れを目指した。

子育て支援課 通常保育事業 23 公立8園　私立9園
昼間、保護者の就労等により児童が保育を必
要とする場合、保育園等で児童を預かる。

公立8園　私立9園
昼間、保護者の就労等により児童が保育を必
要とする場合、保育所等で児童を預かる。

子育て支援課 一時預かり事業 23 公立8園　私立2園
保護者の就労、通院、育児疲れの解消などの
ために、一時的に保育が必要な場合、保育園
等で児童を預かる。

公立8園　延369人
私立1園　延320人

保護者の就労、通院、育児疲れの解消などの
ために、一時的に保育が必要な場合、保育所
等で児童を預かる。

子育て支援課 延長保育事業 24 公立8園　私立6園
保護者の就労等により、児童が通常の保育時
間を超えて保育を必要とする場合、保育園等
で児童を預かる。

公立８園13,154人
私立６園9,296人

保護者の就労等により、児童が通常の保育時
間を超えて保育を必要とする場合、保育所等
で児童を預かる。

子育て支援課 特定保育事業 24 現在は未実施
保護者のパート就労等により、家庭での保育
が困難な3歳未満児に対し、週2～3日程度、ま
たは午後のみ等の柔軟な保育を行う。

未実施
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子育て支援課 休日保育事業 24 １か所
日曜、祝祭日に保護者の就労等により、児童
が保育を必要とする場合、保育園で児童を預
かる。

私立１園　延155人
日曜、祝祭日に保護者の就労等により、児童
が保育を必要とする場合、保育所で児童を預
かる。

子育て支援課 保育所の苦情解決の確立 25
保育所への苦情に対し、円滑、円満な解決を
図り、保育サービスの充実に努めます。

保育所への苦情に対し、円滑、円満な解決を
図り、保育サービスの充実に努める。

子育て支援課 新
病児・病後児保育事業（病児・病後
児保育　施設型）

25 1か所

保護者の就労等の都合で、子どもが病気のと
き、またその回復期にある子どもの世話を家庭
で行うことが難しい場合に、保育所において一
時的に預かる。

1か所　延233人

保護者の就労等の都合で、子どもが病気のと
き、またその回復期にある子どもの世話を家庭
で行うことが難しい場合に、保育所において一
時的に預かる。

子育て支援課
学校教育課

新
自己表現活動・基礎体力を身につ
ける遊びプログラムの実践事業

25

出張絵本読み聞か
せ会・人権擁護委
員会紙芝居各1回
実施（各園）

自分の考えを自分なりの言葉で表現し、相手
の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、
また、園庭における遊びの中で、基礎体力を身
に付け、運動能力の推移の把握に努めます。

出張絵本読み聞かせ
会・人権擁護委員会
紙芝居各1回実施（各
園）

自分の考えを自分なりの言葉で表現し、相手
の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、
また、園庭における遊びの中で、基礎体力を身
に付け、運動能力の推移の把握に努める。

健康増進課
子育て支援課

新
保育所における子育て相談と子育
て体験の場提供事業

26
子育て相談延べ40
件

園庭開放事業などを通じて、未就園児の子育
ての相談を受けます。

子育て相談延べ11件
園庭開放事業などを通じて、子育て相談を行
いました。また、中学生の職場体験を受容れま
した。

子育て支援課 夜間保育事業 26 現在は未実施
夜間に保育必要とする子どもを持つ親に、午
後10時まで開所をする支援を行います。

未実施

健康増進課 健康相談 27
必要な対象者が１
００％利用できる

常時窓口や電話にて安心して相談できる体制
を確保。様々な不安を抱いている妊婦や子育
て中の家庭に対し個別性に応じた相談を実施
し、健やかな乳幼児の成長発達の支援や、母
親の精神面等まで支援をおこない、妊娠、出
産、育児等の不安の軽減に努め、母子関係の
把握を行いながら虐待予防・早期発見に努め
る。

２９４７人

常時窓口や電話にて相談を実施。妊産婦の健
康相談から、乳幼児の成長発達について、子
育て中の家庭に対し個別性に応じた相談を行
い、母子の身心面での把握、健やかな乳幼児
の成長に向けて支援した。継続的な支援が必
要なケースに対しては、更に随時相談、訪問等
につなげ支援した。また虐待の予防・ 早期発
見に努め、状況に応じ関係機関と連携を図っ
た。

健康増進課
両親学級・父子健康手帳・母子健康
手帳

28

母子手帳・父子手
帳を妊娠届時１０
０％配布する。
両親学級受講率
20％

妊娠届け出時に母子健康手帳とともに父子手
帳を発行し妊娠・出産の不安や要望について
把握するとともに、順調に妊娠中の生活が送
れるよう必要な保健指導・相談を行う。
両親学級にて夫婦ともに安心して出産にのぞ
めるように、また育児に向け必要な知識・心構
えを持つ機会とし親としての自覚や役割を理解
してもらう。

母子手帳７１２件　父
子手帳７４１件 　両親
学級１０２組　受講率
1５．１％

妊娠届け出時に母子健康手帳とともに父子手
帳を発行し、妊婦の体調確認、妊娠・出産の不
安等を把握し、順調に妊娠中の生活が送れる
よう保健指導・相談を行った。
両親学級にて夫婦ともに安心して出産にのぞ
めるように、また育児に向け必要な知識・心構
えを持つ機会とし、今年度は特に父親への教
育を重点的に行った。H24年度からは、歯科・
栄養の教室において、調理実習を行い、妊婦
自身の食生活の見直しと、子どもを迎えるにあ
たり、離乳食の調理方法についての講習を継
続した。

健康増進課 不妊相談・治療の援助 28
必要な対象者が
100％利用できる

不妊治療費の助成、初年度に限り1人３回まで
通算５年　計10回、1件につき１０万円まで補助
を行う。

実人員６６
延べ件数１２１件

不妊治療費の助成、初年度に限り1人３回まで
通算５年　計10回、1件につき１０万円まで補助
を行った。

健康増進課 乳幼児健康診査 29
乳幼児健診受診率
95%

乳幼児の疾病又は異常、身体・精神機能の遅
れ等をもった児を早期に発見し、治療に結びつ
けるとともに、保護者に対し適切な保健指導を
行うことにより乳幼児の健全な発育・発達を促
す。(保健センターにて集団で実施）

受診者　３５３６人
受診率　９３．９％

乳幼児の健全な発育・発達を促すために、各
保健センターで集団健診を実施。乳幼児の疾
病又は異常、身体・精神機能の遅れ等をもった
児を早期に発見し、必要な関係機関を紹介し
精密検査、治療等に結びつけた。また保護者
に対し適切な保健・育児相談指導を行い育児
不安の軽減、望ましい養育環境の確保に繋が
るよう努めた。未受診者に対しては、電話等で
の状況確認、健診受診勧奨を行った。

健康増進課 乳幼児発達相談 29

個別相談：２４回
集団：１２回
必要な対象者１０
０％が利用できる。

乳幼児健診・母子相談等で継続して支援が必
要とされた乳幼児に対し、より個別性が高い関
わりが必要な場合には臨床心理士による個別
相談を行う。育児不安や児への接し方につい
てグループでの相乗効果が期待される場合に
は小グループでの指導を行う。参加者の状況
により必要な関係機関につなげていく。

個別相談：２６回　６３
人
集団：１２回、５６ 人

乳幼児健診・母子相談等で発達や育児に関し
継続して支援が必要とされた乳幼児に対し、よ
り個別性が高い関わりが必要な場合には臨床
心理士による個別相談を実施。発達・育児不
安や児への接し方についてグループでの相乗
効果が期待される場合には臨床心理士が小グ
ループでの指導を実施。母子関係の修正、関
わり方指導等で、児の成長がみられている。参
加者の状況から必要な関係機関を紹介し療育
に繋げたり、保育園訪問等連携を図った。

健康増進課
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは
赤ちゃん事業）

29 　　訪問率　9８%

保健師・助産師により、新生児・乳幼児・産婦
に対し家庭訪問し、児が健やかに成長できるよ
う必要な指導・相談、また母の抱えている悩み
や、問題の解決を図るために相談、必要な育
児支援を行う。また産後鬱等の早期発見に努
める。

訪問件数　７０２人
訪問率　９８．３%

生後４か月までの出生児を対象に、保健師・助
産師が家庭訪問し、児が健やかに成長できる
よう必要な指導・相談、また母の抱えている悩
みや、問題の解決を図るために相談、必要な
育児支援を実施。またエジンバラを用い産後
鬱等の早期発見を行い必要な支援につなげ
た。児の疾病・異常により入院が長期化してい
るケース、里帰り出産で本市に戻るのが遅く
なったケースには訪問が出来ていないケース
があるが、健診などで状況確認している。

健康増進課 各種関係団体（者）との連携 30
役員会　６回
子育て講演会　１
回

愛育会の班員と情報交換を密に行い連携を図
り、地域の中で育児環境の見守り、子育て支
援活動を行っていく。

役員会　６回
映画上映会１回
遊びの広場４回
タッチケア教室４回

愛育会では、地域の中で育児環境の見守り、
声かけを中心に子育て支援活動を実施。ま
た、命の尊さをテーマにした映画の上映会を開
催した。また各支部ごとに遊びの広場、タッチ
ケア教室を開催し母子の触れ合い、母親同士
の交流の場を作った。

健康増進課 定期予防接種 30 接種率　７９％

伝染の恐れのある疾病の発症・蔓延予防等を
目的とし、対象者が適正に予防接種が受ける
ことができるよう、予防接種手帳・乳幼児健診・
広報・必要時個別通知等で周知・接種勧奨を
実施する。

接種率　７６．４％

伝染の恐れのある疾病の発症・蔓延予防等を
目的とし、対象者が適正に予防接種が受ける
ことができるよう、予防接種手帳・乳幼児健診・
広報・必要時個別通知等で周知・接種勧奨を
実施。
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健康増進課 事故防止のための啓発の推進 30
対象者９３％ に働
きかける

出生届出時や乳幼児健診時に事故を未然に
防ぐため、パンフレット等を活用し予防のため
の推進を実施。また愛育会と連携し事故防止
のグッズやリーフレットを配布し事故防止の啓
発発を行う。

受診者　３５３６人
受診率　９３．９％

出生届出時や乳幼児健診時に事故を未然に
防ぐため、パンフレット配布し、事故予防につい
ての推進を実施。また愛育会と連携し事故防
止のグッズやリーフレットを配布し事故防止の
啓発行った。

健康増進課 小児救急医療事業 31
小児救急センター
利用者２８１３人

休日・夜間の緊急時に適切な小児救急の確保
を図るために夜間の診療体制については、県
内市町村と連携し充実を図る。また子ども救急
ガイドブック、小児救急(上手なお医者さんのか
かり方)をホームページに掲載し、緊急時の対
応・方法などの周知に努める。

小児救急センター
利用者２４４２人

休日・夜間の緊急時に適切な小児救急の確保
を図るために夜間の診療体制については、県
内市町村と連携し充実に努めた。乳幼児の事
故防止、応急手当冊子(我が家の安心ガイド
ブック）、医療マップ（小児救急医療体制案内
含む）を配布、緊急時の対応が習得できるよう
努めた。

健康増進課 医療費助成制度適正活用の推進 31
必要な対象者が１
００％利用できる

養育医療に関しては必要な対象者の今後の成
長発達について支援していく。

育成医療・養育医療・療育医療・小児慢性特定
疾患に関し必要な対象者には関係課・関係機
関と連携を取りながらスムーズに利用できるよ
う相談を実施した。

健康増進課
離乳食教室・乳幼児健康診査にお
ける食育の推進

32

離乳食教室：
前期受講率3８％
後期：受講率３０％

各年齢期における発達段階に応じた食育指導
をおこない、心身の健全育成を図る。離乳食教
室・乳幼児健診にて実施する。

離乳食教室：
前期受講率３６．０％
後期：受講率３９．４％

離乳食教室(前期・後期)：栄養士による講義、
試食、個別相談を実施。
乳幼児健診：集団栄養指導・個別栄養相談を
実施。

健康増進課 各種栄養教室 32

ファミリー食育教
室：８回
親子の食育教室：
４回

●ファミリー食育教室：食生活改善推進員が主
体となり、小学校1～３年生とその保護者を対
象に、食育紙芝居、調理実習を実施。
●親子の食育教室：児童館と連携して、食生
活改善推進員が主体となり、乳幼児とその保
護者を対象に、地産地消の食材を利用したお
やつ作りを体験。

ファミリー食育教室：１
３５人　８回
親子の食育教室：４
回実施。  ７８組　１６
２人

食生活改善推進員が主体となり、小学校1～３
年生とその保護者を対象に、食育紙芝居、調
理実習を実施。
親子の食育教室：児童館と連携して、食生活
改善推進員が主体となり、乳幼児とその保護
者を対象に、地産地消の食材を利用したおや
つ作りを紹介

学校教育課 学校における食育の推進 33

脂質の過剰摂取や野菜の摂取不足、朝食の
欠食等の栄養の偏りや食習慣の乱れ等に悩
みや不安を感じている保護者が多く見受けら
れることから、学校栄養職員と連携した食に関
する指導を行ない、また、給食だより・保健だよ
りなどによる学校・家庭との連携も図ります。ア
レルギーを持つ児童・生徒に対しては、相談会
を開催し、双方納得した対応を実施します。

学校栄養職員と連携した食に関する指導を
行った。具体的には、毎月19日の食育の日、６
月の食育月間、１月の給食週間にあわせて、
生活科の時間に給食に関する内容で、食教育
授業の実施をした。また、食に関する情報発信
（給食だより・保健だより・学校だよりなど）を行
い、学校・家庭の連携を図った。アレルギーを
持つ児童・生徒に対しては、相談会を開催し、
家庭と学校の両者が納得した対応を実施し
た。

子育て支援課 保育所における食育の推進 33 公立各園　8回
豊かな心と丈夫な体を育て、将来にわたり健
康な生活を送ることができるように、望ましい基
本的な食習慣を身につけさせる。

公立各園　8回
食事のマナーや、伝統文化などの体験を通じ
て、正しく食べる基本を学ぶことで、望ましい基
本的な食習慣を身につけるようする。

学校教育課 思春期保健指導 34
保健体育、家庭科での学習、学校だより等を
通して家庭への啓蒙する。

保健体育、家庭科での学習、学校だより等を
通して家庭への啓蒙を行った。

健康増進課
性や性感染症予防に関する正しい
知識の普及

34 ８０％に推進する
学校教育関係(養護教諭)と情報交換・連携を
図り、正しい知識の普及を図る。

学校教育関係(養護教諭)と情報交換・連携を
図り、正しい知識の普及を実施。

健康増進課 思春期相談 35
必要な対象者が１
００％利用できる

所内相談や電話相談で個別相談を行うととも
に、学校教育関係(養護教諭、医療機関、保健
所等)と連携を図り、必要時適切な機関に繋げ
る。

所内相談や電話相談で個別相談を行うととも
に、学校教育関係(養護教諭、医療機関、保健
所等)と連携を図り、必要時適切な機関に繋げ
る。

健康増進課
禁煙推進活動・薬物乱用防止活動
の推進

35 ８０％に推進する

妊婦相談・母親学級等で喫煙に関する胎児・
母体への影響等知識を提供し禁煙指導の実
施。愛育会等の組織による禁煙推進活動の実
施。

母親学級　９７組
妊産婦相談７１２件

妊産婦相談、母親学級の講義の中でパンフ
レットを用い喫煙のリスクについて、禁煙につ
いて指導。状況に応じて家族にも指導。

学校教育課 指導体制の充実 36

小３まで36人以上学級、中３は40人以上学級
の学校へ学年に一人の市単教員を配置する。
また、支援を必要とする児童生徒数が多い学
校へは支援員を配置する。

市単教員１名
支援員３４名

小３まで36人以上学級、中３は40人以上学級
の学校へ学年に一人の市単教員を配置した。
また、支援を必要とする児童生徒数が多い学
校へは支援員を配置した。

学校教育課 地域ふれあい道徳推進事業 36
地域の人たちとの交流を図りながら、学校・家
庭・地域が一体となり、心をはぐくむ道徳教育
を推進する。各校で道徳の授業公開を行う。

各校で地域の方を講師として招き、道徳の授
業を行なったり、地域の方と連携し、あいさつ
運動等を展開した。

学校教育課 外国語・I T 教育の推進 37

小学校担当6名、
中学校は各校１
名・児童生徒一人
１台PC

新学習指導要領で小学校での英語教育に対
応できるようにALTの増員、各小中学校におけ
るPCの有効活用を図る。

小学校担当6名、中
学校は各校１名・児
童生徒一人１台PC

新学習指導要領で小学校での英語教育に対
応できるようにALTの増員、各小中学校におけ
るPCの有効活用を図った。

学校教育課 新 言語活動の充実 37
国語力、読解力の向上を目指し、朝読書、１分
間スピーチ等を実施する。また、研究指定校で
は公開研究会を行い、成果の普及を行う。

年間を通して朝読書や１分間スピーチを行なっ
たり、各教科の授業で言語活動を取り入れ国
語力の向上を図った。また、研究指定校では
公開研究会を行い、成果の普及に努めた。

教育総務課 運動部活動外部指導者派遣事業 38
県の募集要綱によ
り派遣

学校の運動部活動等に外部指導者を県から
派遣してもらい、実技指導の充実を図る。

講師２名 柔道、剣道、２中学校

スポーツ振興課 各種スポーツ教室・イベントの開催 38 延べ6,000人
子どもたちがスポーツに親しみ、また、スポーツを始
めるきっかけとなるよう様々なスポーツを体験できる
場を提供します。

延べ1,989人
スポーツに親しみ、スポーツを始めるきっかけ
となるよう、教室やイベントを企画しましたが、
一部の事業が大雪のため中止となりました。

スポーツ振興課 体育協会主催事業の実施 39 延べ22,000人
体育協会、協会傘下の各専門部が主催する、各種
スポーツ教室・イベントを開催します。

延べ17,276人
体育協会及び各専門部が主催する事業に協
力しました。
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スポーツ振興課 爽快こども水泳教室の開催 39 延べ5,800人
健康・体力づくりのため、また、子どもの泳げる力を
身につけるよう、定期的に教室を開催します。

延べ5,635人
（実人数802人）

市内小学校・保育園・幼稚園児を対象にした、
「こども水泳教室」を年間５期８００人を募集し
実施をしました。

スポーツ振興課
軽スポーツ（昔ながらの遊び・運動）
習得派遣事業

39 120人
軽スポーツ（伝統的な遊び・運動）を教えることによ
り、体力の向上や連帯意識を高めるため開催しま
す。

90人
各児童館を対象に、スポーツ推進委員を派遣
し昔ながらの遊び事業を、年間3施設で実施し
ました。

学校教育課 子どもとのふれあい体験 40

総合的な学習の時間や家庭科の授業等を利
用し、小学生、中学生が保育園児等と触れ合
う、また、中学生がキャリア教育等で保育園、
幼稚園を訪問する。

キャリア教育の一環として、総合的な学習の時
間や生活科、家庭科の授業で保育園・幼稚園
に行ったり、来てもらったりして豊かな心の育
成を図った。

学校教育課
子育て支援課

若者の自立に向けた支援 41

安定した家庭環境をつくるために若い家庭や
困難を抱える家庭へ支援。
中学校段階からの職場体験等の体験活動を
取入れることで、地域の人々との関わりの中で
仕事や自分の役割を果たすことの楽しさ、自己
の有用感を学ぶ。

体験人数　約７００人 家庭相談員、保健師による家庭への支援。
市内中学校で、職場体験を実施。

学校教育課 16校会 42 年間１１回開催
市内１６校の校長で構成される１６校会を開催
し、連絡、連携、情報交換等を実施する。

年間１１回開催
市内１６校の校長で構成される１６校会を開催
し、連絡、連携、情報交換等を実施した。

教育総務課 学校評議員活用事業 42
学校からの推薦を
受け、委嘱

学校からの推薦を受け７８名に委嘱、全小中
学校に設置する。 ７８名

学校からの推薦を受け７８名を委嘱、全小中学
校に設置。

教育総務課 教職員の資質向上への取り組み 42
県教委が主催する
研修に参加

県教委研修出席者数
（教育総務課把握）
３４４人

各種研修制度を活用し、初任者研修、十年経
験者研修、海外派遣研修、特別支援教育研修
等へ参加しました。

教育総務課 学校施設整備事業 43
市の主要事業に位置づけられた学校施設の整
備を推進する。

市の主要事業に位置づけられた学校施設の整
備を推進しました。

教育総務課 不審者に対する防犯等対策事業 43 ８００個

新入学児童へ防犯ブザーを配布します。
学校内においては、門扉の閉鎖、教職員によ
る校内巡視の徹底を図り、防犯意識、防犯対
策の向上を図ります。

８００個

新入学児童へ防犯ブザーを配布しました。
学校内においては、門扉の閉鎖、教職員によ
る校内巡視の徹底を図り、防犯意識、防犯対
策の向上を図りました。

学校教育課
教職員による幼児教育の意見交換
会

44
幼稚園、保育所、小学校の教職員の情報交換
会、交流会を実施する。

地区ごと情報交換や交流のあり方を考え、交
流活動を行なった。

学校教育課 教育環境の向上 44
県郡市PTA連合会、各校PTAの講演会等を開
催する。

県郡市PTA連合会、各校PTAの講演会等を開
催した。

子育て支援課 やまなし子育てネットのPR 45
子育て応援カードの対象拡大と併せて、広く周
知していく。

継続してＰＲを行う。

子育て支援課 「子育てハンドブック」改訂版の配布 45 担当窓口等で配付。 担当窓口等で配布。

子育て支援課
子育て応援ガイドブックの作成・配
布

46
子育て情報の提供事業と併せてガイドブックを
作成して配付する。

担当窓口等で配布。

子育て支援課 安心子育てテレフォンの設置 46 県と市による電話相談を継続して実施。 県と市による電話相談を継続して実施。

生涯学習文化課 地域における青少年健全育成事業 47

青少年健全育成を目的とした青少年育成甲斐
市民会議・各地区民会議が実施する事業へ多
くの方に参加いただき、「地域全体で子どもを
育てる」機運を醸成。

青少年育成甲斐市民会議、竜王・敷島・双葉
の各地区民会議、甲斐市子どもクラブ指導者
連絡協議会、各地区子どもクラブ指導者連絡
協議会、育成会などにおいて、運営委員（役
員）、青少年育成推進員、ジュニア・シニアリー
ダーの皆さんに協力をいただきながら、様々な
事業を実施。
【主な活動】
・ジュニアリーダー研修会
・子どもクラブ親睦球技大会
・野外体験
・愛のパトロール（有害図書等環境調査）
・駅前啓発活動（あいさつ運動）
・甲斐市青少年健全育成推進大会

スポーツ振興課
教育総務課

学校施設の地域開放 47
8,300件 利用者及び学校に支障の無い範囲で可能な

限り施設を開放し、利用件数増加に努めます。
8,281件
（129,720人）

自治会や一般利用者に対し、学校に支障の無
い範囲で施設を開放した。
利用件数は前年度より、総利用者数は減少し
た。

スポーツ振興課 総合型地域スポーツクラブの整備 48
総合型地域スポーツクラブの育成支援に努め
ます。

1団体 既存クラブの計画、実施に支援しました。

スポーツ振興課
スポーツ指導者の育成及びスポー
ツ少年団単位育成事業

48 800人
スポーツ少年団の活動を通じ、スポーツ指導
者の育成及び各単位団の子どもの健全育成
に努めます。

709人
市スポーツ少年団指導者協議会、育成母集
団、団員を対象に交流会、研修会を実施しまし
た。

建設課 生活道路の整備推進 49 25件

甲斐市道路認定基準要綱（告示第87 号）、甲
斐市生活道路整備要綱（告示88 号）甲斐市生
活道路整備に係わる用地等の取得に関する要
綱（告示89 号）に基づき、地元自治会（区）等
の要望により計画的な市道整備を行います。

26件
自治会の要望に基づき、道路舗装13件、新設
改良13件の改良を行った。
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Ｈ25　目標 Ｈ25　実績

建設課 道路維持管理事業 49 460件
職員等による道路パトロールの実施や自治会
（区）長等の役員の連絡・通報により迅速に対
応し、道路の安全確保に努めます。

438件
職員等による道路パトロールの実施や自治会
（区）長等の役員の連絡・通報により迅速に対
応し、道路の安全確保に努めました。

市民活動支援課 防犯灯設置事業 50 52基
犯罪のない明るいまちづくりを推進するため、
自治会からの申請に基づき、現地調査のうえ
随時設置を行っている。

67基
犯罪のない明るいまちづくりを推進するため、
自治会からの申請に基づき、現地調査のうえ
随時設置を行っている。

子育て支援課 新 子育て世帯への住み替え促進事業 51

「甲斐市住宅マスタープラン」に基づき、生活利
便性が高い地区での居住を望んでいる郊外の
高齢者持ち家世帯と、環境に恵まれた地域の
一戸建てで子育てを望んでいる若者世帯の住
宅ニーズのマッチングを行うための仕組みづく
りを検討します。

未実施

「甲斐市住宅マスタープラン」に基づき、生活利
便性が高い地区での居住を望んでいる郊外の
高齢者持ち家世帯と、環境に恵まれた地域の
一戸建てで子育てを望んでいる若者世帯の住
宅ニーズのマッチングを行うための仕組みづく
りを検討します。

都市計画課 公園・緑地の管理事業 51
シルバー人材セン
ター
8,033人工

　都市公園16箇所、市立公園4箇所の維持管
理業務をシルバー人材センターに委託し、公
園を訪れた人たちが気持ちよく利用できるよう
な環境づくりを推進します。

シルバー人材セン
ター
9,469 人工

　都市公園16箇所、市立公園4箇所の維持管
理業務をシルバー人材センターに委託し、公
園を訪れた人たちが気持ちよく利用できるよう
な環境づくりを推進します。

建設課 子育て向けの市営住宅整備事業 52 ９戸

「甲斐市住宅マスタープラン」に基づき、住宅に
困窮する子育て世帯が入居しやすい、市営住
宅入居制度の検討や、定期借家制度を活用し
た、公的賃貸住宅供給の検討をします。
平成２５年度中に完成予定の冷間団地に子育
て世帯向け住宅の配置を予定しています。

９戸
平成２５年度建設の南団地1・2号棟に子育て
世帯向け住宅9戸を配置しました。

市民活動支援課
乳幼児用チャイルドシート貸し出し
事業

53 400件

乳児の保護者に対し、事業者に業務委託している
チャイルドシートを乳児の出生から18ヶ月間貸与を
することにより、交通事故による被害の軽減を図ると
ともにチャイルドシートの購入に伴う負担軽減しチャ
イルドシート着用の促進を図る。

344件

乳児の保護者に対し、事業者に業務委託して
いるチャイルドシートを乳児の出生から18ヶ月
間貸与をすることにより、交通事故による被害
の軽減を図るとともにチャイルドシートの購入
に伴う負担軽減しチャイルドシート着用の促進
を図る。

市民活動支援課 交通安全教室の開催事業 53 110回、7,900人
市専門交通指導員を保育所・幼稚園・小学校等へ
派遣し、歩行横断、自転車の乗り方等の交通安全
教室を開催し、交通安全教育の推進に努めている。

83回、7,008人

市専門交通指導員を保育所・幼稚園・小学校
等へ派遣し、歩行横断、自転車の乗り方等の
交通安全教室を開催し、交通安全教育の推進
に努めている。

教育総務課 「子ども１１０番の家」設置事業 54
学校からの登録希
望を受け、看板の
配布

新規設置の促進 ５２１件
全件調査を実施し、家が無くなってしまったも
のや不在がちな家を廃止し、老朽化した看板
を交換し、新規登録を行った。

長寿推進課
高齢者と子ども帰り道ふれあい事
業

54 協力員500人

甲斐市内児童（主に小学校低学年１～３年生）
の下校時の安全確保を図るとともに、高齢者と
児童があいさつを交わし交流を深める。

476人

甲斐市内児童（主に小学校低学年１～３年生）
の下校時の安全確保を図るとともに、高齢者と
児童があいさつを交わし交流を深めた。

教育総務課
学校付近や通学路等における防犯
パトロール活動の推進

55

教師とPTAが協力
し、夏休み等にパト
ロールを全校で実施
する。

小学校：
11学校中11校実施
中学校：
５校中５校実施

教職員とPTAが協力し、各学校の状況に応じ
た巡回、パトロールを実施しました。

市民活動支援課
青色防犯パトロール車による地域
安全パトロール

55 220日

青色防犯パトロール車により、市内の小中学校、公
共施設、商業施設等の巡回パトロールを実施してい
る。巡回時間は、月～金4時間（夏季午後2時～6
時、金曜日午後4時～8時、冬季午後1時～5時、金
曜日午後3時～7時、木曜日は午前6時30分から10
時30分の早朝巡回

220日

青色防犯パトロール車により、市内の小中学
校、公共施設、商業施設等の巡回パトロール
を実施している。巡回時間は、月～金4時間
（夏季午後2時～6時、金曜日午後4時～8時、
冬季午後1時～5時、金曜日午後3時～7時、木
曜日は午前6時30分から10時30分の早朝巡回

学校教育課 スクールカウンセラー設置事業 56
県のスクールカウンセラー設置事業を活用し、
生徒・保護者・教師のカウンセリングの実施す
る。

県のスクールカウンセラー設置事業を活用し、
生徒・保護者・教師のカウンセリングの実施し
た。

子育て支援課
健康増進課
学校教育課

立ち直り支援事業 56
犯罪、いじめ、虐待等を受けた児童を関係課
が連携して立ち直りを支援する。必要に応じ要
保護児童対策協議会を開催して対応する。

１２回
実務者会議 ４回
ケース検討会議 ８回

健康増進課
母子健康相談・乳幼児健康審査で
の相談・所内相談心理相談員によ
る相談

57
必要な対象者が１
００％利用できる

乳幼児の健全な成長を支援するための個別性
に応じた相談の実施、また子育て中の親の育
児不安や悩み、ストレス等親の精神面での支
援を行う。(乳幼児健診・ほのぼのルーム、窓
口相談。)

６６０２件

乳幼児の健全な成長を支援するための個別性
に応じた相談の実施、また子育て中の親の育
児不安や悩み、ストレス等親の精神面での支
援を行う。(乳幼児健診・ほのぼのルーム、窓
口相談、電話相談。)

子育て支援課 児童虐待対応事業 57
関係機関が連携して、早期発見、対応に努
め、必要に応じ要保護児童対策協議会を開催
して対応する。

１２回
実務者会議 ４回
ケース検討会議 ８回

健康増進課
養育支援家庭訪問事業（専門職訪
問事業）

58
必要な対象者が
１００％利用できる

養育支援が特に必要であると判断した家庭に
対し保健師・助産師・心理相談員等がその居
宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行う
ことにより当該家庭の適切な養育環境の確保
をし、虐待予防に努める。

１４件

養育支援が特に必要であると判断した家庭に
対し保健師・臨床心理士・家庭相談員等がそ
の居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を
行うことにより当該家庭の適切な養育環境の
確保をし虐待予防に努めた。

健康増進課 産後応援ヘルパー派遣事業 58
必要な対象者が
１００％利用できる

産後鬱や体調不良のため家事や育児が困難
な家庭等にホームヘルパーを派遣し母親の身
体的・精神的負担を軽減したり、育児支援を行
う。

利用者　３件

産後鬱や体調不良のため家事や育児が困難
な家庭等にホームヘルパーを派遣し育児技術
の提供を行い、母親の身体的・精神的負担を
軽減し育児支援を実施している。

子育て支援課 母子生活支援施設入所措置事業 59
経済的困難な妊産婦を援助するため、継続し
て事業を実施する。

助産　１名
母子　０名

経済的な理由で入院による出産が出来ない妊
産婦を助産施設へ入所させた。
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子育て支援課 母子家庭の自立支援の推進 59
母子自立支援員を兼務する家庭相談員が、母
親の自立に向けて指導、助言をおこなう。

高等技能　６人
自立支援給付　１人

母子自立支援員を兼務する家庭相談員が、母
親の自立に向けてハローワークへ一緒に出向
いたり、就業に結びつく資格取得を促すため、
高等技能訓練促進費の支給を行った。

子育て支援課 入進学祝金支給事業 59
義務教育就学者
1万円・義務教育終
了者　2万円

継続して支給事務を行う。

就学者　８１人
義務教育終了者 ６３
人
合計　１４４人
金額　2,070,000円

継続して支給事務を行った。

福祉課 在宅支援 60

・ 児童居宅介護
事業
（ホームヘルプ
サービス）　0件
・ 放課後等デイ
サービス事業
51件　　　・ 児童
発達支援事業
17件
・ 児童短期入所
事業　20件
・ 児童一時養護
サービス事業
50件

　在宅で生活する障害児の自立と、社会
参加等を促すサービスを提供します。

・ 児童居宅介護事業
（ホームヘルプサービ
ス）　1件

・ 放課後等デイサー
ビス事業　58件
 
 ・ 児童発達支援事業
26件

・ 児童短期入所事業
18件

・ 児童一時養護サー
ビス事業　35件

　在宅で生活する障害児の自立と、社会参加
等を促すサービスを提供します。

学校教育課 特別支援教育 61
適正な就学指導を行うため、関係機関からの
情報を基に該当児童、保護者との面談等を実
施する。

適正な就学指導を行うため、関係機関からの
情報を基に該当児童、保護者との面談等を実
施した。

子育て支援課
放課後児童健全育成事業（障害児
の受け入れ）

61 継続して受け入れを行う。 継続して受け入れを行う。

子育て支援課 保育所での障害児保育事業 61
保育園では、集団保育が可能な障害児の受け
入れを行います。

集団保育が可能な障がい児の受け入れを行
う。

学校教育課
私立幼稚園就園奨励費助成事業
（国庫補助事業）

62 認定者710名
補助単価を国庫補助限度額の70％まで引き上
げ、交付規則により補助金の交付を行う。

認定者650名 補助金額47,293,300円

生涯学習文化課 双葉ふれあい文化館自主企画事業 62 1５事業
子どもや保護者をはじめとする地域住民が安
価で、手軽に芸術・文化に触れられるような事
業を展開。

13事業　延べ5,482人
（16事業計画も大雪
等により3事業を中
止）

親子で楽しめるファミリー向けコンサートや映
画鑑賞から日本古来の伝統芸能「落語」、市民
が出演するカラオケ大会など幅広い層が楽し
める事業を実施。

学校教育課
要・準要保護児童生徒援助費助成
事業 63

小学校：４０１名、
中学校：２５７名

経済的な理由により就学が困難な児童生徒の
保護者へ費用の一部を補助する。

小学校：４０１名、中
学校：２８０名

支給要綱により、扶助費支給

教育総務課 奨学金貸付事業 63
規則により4月末ま
で募集

優秀な生徒であって、経済的な理由で修学困
難な者に対し、奨学金を貸し付けます。

０名 申請が無かった。

子育て支援課 保育料の軽減 63
国の保育料の基準よりも階層区分を細かくし、
さらに、全階層ともに保育料を低額に設定しま
す。

国の保育料の基準よりも階層区分を細かくし、
さらに、全階層ともに保育料を低額に設定

子育て支援課 医療費助成事業 64

こども医療費
256,800千円
ひとり親医療費
53,615千円

こども医療費、ひとり親医療費の助成制度に基
づき、医療費の一部助成を行う。

こども医療費
241,699千円
ひとり親医療費
45,371千円

こども医療費、ひとり親医療費の助成制度に基
づき、医療費の一部助成を行った。

福祉課 医療費助成事業 64
・ 57,000件（障害
児者）

　重度心身障害児医療費の助成制度に基
づき医療費の一部を助成することにより、
健康の維持と経済的負担を軽減します。

・ 56,662件（障害児
者）

　重度心身障害児医療費の助成制度に基づき
医療費の一部を助成することにより、健康の維
持と経済的負担を軽減します。

福祉課 身体障害児補装具交付（修理）事業 64

・ 交付　25件
・ 修理　20件
・ 計　　 45件

　身体上の障害を補い、日常生活を容易にす
るため、車椅子・座位保持装置・義肢装具な
ど、補装具を交付・修理します。

・ 交付　30件
・ 修理　12件
・ 計　　 42件

　身体上の障害を補い、日常生活を容易にす
るため、車椅子・座位保持装置・義肢装具な
ど、補装具を交付・修理します。

福祉課 移動支援 64 ・ 10件

　通常の交通機関を利用することが困難
な在宅重度心身障害児（保護者）の社会
参加促を助成します。

・ 12件

　通常の交通機関を利用することが困難な在
宅重度心身障害児（保護者）の社会参加を促
進する事業に対して助成します。

福祉課 福祉手当支給事業 65

・ 障害児福祉手
当　45人
・ 心身障害者
（児）福祉手当
46人
・ 特別児童扶養
手当　105人

　重度の障害児を監護する保護者（養育
者）に手当を支給します。

・ 障害児福祉手当
39人
・ 心身障害児福祉手
当　33人
・ 特別児童扶養手当
98人

　重度の障害児を監護する保護者（養育者）に
手当を支給します。

子育て支援課 預かり事業の充実 66 子育てのニーズに対応した支援を行います。
保育事業・ファミリーサポートセンター事業・放
課後児童健全育成事業で市民それぞれの
ニーズに応じた預かり事業を実施しました。

子育て支援課 新
企業の次世代育成支援行動計画策
定の啓発および支援事業

67
国の次世代育成支援行動計画の動向を把握
し、必要に応じて市内事業主へ通知等を行う。

平成２２年度に事業主の意識調査を実施。


